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〇 広島南警察署 広島市南区出汐２丁目４番65号 ☎ 082-255-0110

〇 広島南警察署ホームページ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police-hiroshimaminami/index.html

広島県警シンボルマスコット

名前：メイプル君
誕生：平成７年
使命：県民の理解と
協力に支えられ
県民の期待に応
えられる広島県
警察をアピール
すること

歩行者の安全な通行の確保

広報紙 広島南 令和７年１２月号 広島南警察署

令和７年１２月１日（月）から１２月１０日（水）までの１０日間

高齢者の交通事故防止

飲酒運転を始めとする
危険運転の根絶

自転車等の安全利用の推進

〇 不審な電話やメールが届いたら、一人で判断せずに、家族や警察に相談しましょう。

○ ＳＮＳでお金や投資話、副業や結婚の話が出たらまずは詐欺を疑いましょう。

○ 自宅の固定電話の留守番電話や防犯機能付き電話の設定、国際電話番号の利用休止

の手続きをするなど、電話対策をしましょう。

○ 国際電話を使用した詐欺が増えています。「＋１」や「＋４４」などから始まる番

号や見知らぬ番号からの着信は無視しましょう。

〇 携帯電話を利用中の方は、国際電話の着信規制ができる防犯アプリや通信事業者の

サービスを利用したり、番号非通知の着信や電話帳に登録していない番号の着信を拒

否する設定をしましょう。

○ 警察官がＳＮＳやビデオ通話で連絡することは絶対にありません。

○ 警察があなたに「容疑がかかっている」「逮捕する」などと事前に連絡することは

ありません。

○ 警察が捜査のために振込を要求してきたり、新しく銀行口座の開設を求めることは

ありません。

特殊詐欺に注意！

ｉＯＳ端末
はこちら

オトモポリスのマップ機能

で、身近に起きている犯罪

をチェックしましょう。



自転車を利用される皆様へ

道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対

する反則通告制度（青切符）の導入について、令和

８年４月１日から施行されることが決まりました。

広島県警察

～令和８年４月１日から～

道路交通法違反のうち、信号無視や

指定場所一時不停止など比較的軽微であ

り、警察官が現認可能で定型的な違反を

対象に、違反者が反則金を納めれば刑事

罰を科さない制度です。

酒気帯び運転や酒酔い運転、あおりな

どの妨害運転など悪質な違反は、従来通

り、刑事罰の対象となる交通切符（赤切

符）で対応します。

また、反則通告制度は16歳以上の者を

対象としております。

反則通告制度（青切符）とは・・

携帯電話使用（保持） １万２千円

信号無視 ６千円

通行区分違反（逆走等） ６千円

指定場所一時不停止 ５千円

公安委員会遵守事項違反
（傘さし運転等）

５千円

並進、二人乗り ３千円

《主な違反と反則金額》

Ｑ＆Ａ

Ｑ 自転車の全ての交通違反が検挙されるのですか？

Ｑ 検挙された場合、運転免許停止などの処分がありますか？

Ａ 現状では警察官が自転車の交通違反を認知した際、警告に従わない場合や、
歩行者や他の車両に危険を及ぼした場合など、悪質・危険な違反に対して検挙
を行い、それ以外の違反については現場で指導警告を行っており、これは、青
切符の導入後も変わりません。

Ａ 運転免許を有している者が自転車で交通違反した場合でも、運転免許の点
数が付されることはありません。しかし、その違反が酒気帯び運転やひき逃
げなど特に悪質・危険な交通違反の場合、点数に関係なく運転免許の効力が
停止されることがあります。


